　第１３８号議案
　　一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　上記の議案を提出する。
　　令和７年１１月２６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　
　　　一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例（令和７年品川区条例第５７号）の一部を次のように改正する。

　第４条を第６条とし、第３条の次に２条を加える改正規定中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０８．７５」に、「１００分の１００」を「１００分の１０１．２５」に、「１００分の１３５」を「１００分の１３６．２５」に、「１００分の９２．５」を「１００分の９３．７５」に改める。
　付則の次に別表として２表を加える改正規定中「３９２，０００」を「４０８，０００」に、「４３３，０００」を「４５１，０００」に、「４８３，０００」を「５０３，０００」に、「５４４，０００」を「５６６，０００」に、「６１４，０００」を「６３９，０００」に、「６９７，０００」を「７２５，０００」に、「７８９，０００」を「８２１，０００」に改める。
　　　付　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　（説明）特定任期付職員の給与を改定する必要がある。
